
 

 

 平成２６年 

 第１回市議会定例会 議案第３５号 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

の制定について 

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

  平成２６年２月２７日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹 

 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年函館市条例第15

号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条の２第１項第１号中「第３号」を「次号」に改め，同項中

第２号を削り，第３号を第２号とし，同条第２項各号列記以外の部分

中「第１号または第２号に掲げる職員のうち第３号に掲げる職員でも

あるものについては，第１号または第２号に掲げる額および第３号」

を「当該各号のいずれにも該当する職員にあつては，当該各号」に改

め，同項第２号を削り，同項第３号中「前項第３号」を「前項第２号」

に，「第１号」を「前号」に改め，同号を同項第２号とする。 

 附則第１７項各号列記以外の部分中「平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日まで」を「平成２６年４月１日から平成２７年３月

３１日まで」に改め，同項第１号ア中「１００分の９」を「１００分

の７」に改め，同号イ中「１００分の７．２」を「１００分の５．２」

に改め，同号ウ中「１００分の６．２」を「１００分の４．２」に改

め，同号エ中「１００分の５．２」を「１００分の３．２」に改め，

同号オ中「１００分の４」を「１００分の２」に改め，同項第２号中 

「１００分の４」を「１００分の２」に改める。 

 （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 



 

 

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年函館市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項各号列記以外の部分中「平成２５年４月１日から平成26

年３月３１日まで」を「平成２６年４月１日から平成２７年３月３１

日まで」に改め，同項第１号中「１００分の９」を「１００分の７」

に改め，同項第２号中「１００分の７．２」を「１００分の５．２」

に改める。 

（函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

第３条 函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和52

年函館市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる職員」を「自ら居

住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け，家賃（使用料を含む。）

を支払つている職員（管理者が指定する者を除く。）」に改め，同条

各号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 （住居手当に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第12

条の２第１項および第２項の規定は，この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）から平成２８年３月３１日までの間は，なおその効

力を有する。この場合において，同項第２号中「５，５００円」とあ

るのは，施行日から平成２７年３月３１日までの間は「４，０００円」

と，同年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は「２，０００

円」とする。 

３ 第３条の規定による改正前の函館市企業職員の給与の種類および基

準に関する条例第６条の規定は，施行日から平成２８年３月３１日ま

での間は，なおその効力を有する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

職員の自宅に係る住居手当を廃止し，ならびに一般職の職員の給料月

額および給料月額を算定基礎とする手当等の額を平成２６年４月から平

成２７年３月までの間について減額するため 


